
東久留米市学童保育所運営費と国庫補助における運営費負担の考え方との関係

⑤
利用者負担
減額分
（市負担）

29,024
千円

（１０．６％） （２０．８％）

国庫補助基準の公費負担の１／３ずつ

（２２．７％）

⑦
市一般財源

（国庫補助基準超え
運営費に係る分）

34,743
千円

（１２．６％）
千円 千円

（１１．１％） （１１．１％） （１１．１％）
千円

⑥
都補助金

（国庫補助基準超え運営費に係る分）

57,276

※月額５，０００円として算出

千円

㉗
年
度

当
初
予
算

①
国負担金

②
都負担金

③
市負担金

30,474 30,474 30,476

管理費　７，１６８千円　＋　運営費　２６７，６９９千円　＝　２７４，８６７千円

新
制
度
に
お
け
る
運
営
費
負
担
内
訳

（
理
論
値

）

国基準運営費×（１／２） 国基準運営費×（１／２）

④
利用者負担

62,400
千円

国庫補助基準の公費負担 

９１，４２４千円 

国庫補助基準の利用者負担 

９１，４２４千円 

国庫補助基準運営費 １８２，８４８千円 

実際にかかる見込みの運営費  ２７４，８６７千円 

国基準を超える運営費 ９２，０１９千円 

 ※ 国庫補助における運営費負担の考え方から算出する利用者負担額 

   ９１，４２４千円（国庫補助基準の利用者負担） ÷ １，０４０人（受け入れ予定人数） ÷ １２月  ≒ ７，３２６円／月 

資料１０６ 

東  久  留  米  市 

子ども・子育て会議 

平成２７年３月２７日 

 ※ 参考 実際にかかる見込みの運営費における国・都・市・利用者の負担割合 

   国（１１．１％）＝３０，４７４千円（①）        都（３１．９％）＝８７，７５０千円（②＋⑥） 

   市（３４．３％）＝９４，２４３千円（③＋⑤＋⑦）  利用者（２２．７％）＝６２，４００千円（④） 


